
 

 

 

沖縄工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則 

 

                                                 

 

 

改正  平成２２年３月１７日 

規  則   第 ２ 号 

改正  平成２８年２月９日 

規  則   第 １ 号 

改正  平成３０年８月１５日 

規  則   第 １ 号 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、沖縄工業高等専門学校学則（平成１６年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第６８条の規定に基づき、専攻科の授業科目の履修方法及び成績の評価並びに修了の

認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （授業方法）  

第２条 専攻科の授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれか、又はこれらの併用によ

り行うものとする。  

 （履修方法）  

第３条 専攻科に開設する授業科目の履修に当たっては、年度当初に、別に定める「科目登録

申請書」を所定の期日までに校長に、提出しなければならない。  

２ 前項の規定に基づき提出された「科目登録申請書」について、校長が必要と認めるときは、

「科目登録申請書」の再提出を求めることができる。  

 （試験）  

第４条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とする。  

２ 定期試験は、前学期末及び後学期末に実施する。  

３ 追試験は、次の各号の一に掲げる事由により定期試験を受験することができなかった者の

うち、別に定める「追試験受験願」を所定の期日までに科目担当教員及び専攻科長を経て校

長に提出し、その許可を得た者に対し実施する。  

 (1) 病気 

 (2) 忌引 

 (3) その他やむを得ない事由があると校長が認めた場合   

４ 再試験は、第５条に定める成績の評点が６０点未満の者については、再試験を実施するこ

とがある。 

 （成績の評価）  

第５条 成績は、授業科目ごとに第４条に規定する試験の成績その他を総合して評点で評価す 

る。  

２ 成績の評語及び評点は、次の区分による。 ただし、長期インターンシップ及びグローバル

インターンシップの評価の区分は「合格」又は「不合格」とする。 

平成２１年２月１８日 

規  則  第 ２ 号 



 

 

 

 

学 業 成 績 の 評 価 評 語 

１００点 ～  ９０点 Ｓ 

    ８９点 ～ ８０点  Ａ 

    ７９点 ～  ７０点  Ｂ 

     ６９点 ～  ６０点  Ｃ 

     ５９点 ～    ０点 Ｆ 

 

３ 前項の評価は、各授業科目とも出席すべき授業時間数の３分の２以上の出席をしたものに

対して行う。  

４ 再試験により合格した授業科目の評点は、６０点とする。  

 （単位の認定）  

第６条 前条第２項の規定に基づき、評語がＳ、Ａ、Ｂ及びＣに評価された授業科目、又は合

格と評価された授業科目については、当該授業科目を修得したものとして、単位を認定する。  

 

 （再履修）  

第７条 第４条第１項に規定する試験の結果、Ｆに評価された授業科目のうち、修得する必要

がある授業科目については、原則として次年度に再履修するものとする。  

 （修了要件）  

第８条 専攻科の修了要件は、学則第６６条第１項に規定するもののほか、一般科目８単位以

上、専門共通科目３４単位、専門科目２０単位以上修得しなければならない。  

 （修了認定） 

第９条 専攻科の修了認定は、教員会議の議を経て、校長が行う。 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、専攻科の授業科目の履修等に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

   附 則（平２１．２．１８規則第２号）  

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

附 則（平２２．３．１７規則第２号） 

この規則は、平成２２年３月１７日から施行し、平成２２年２月１日から適用する。 

 

附 則（平２８．２．９規則第 1 号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平３０．８．１５規則第１号） 

この規則は、平成３０年８月１５日から施行する。 

 


